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入 札 公 告 
 

総合評価一般競争入札について、次のとおり公告します。 

 

  令和８年１月２９日 

 

川崎市長  福 田 紀 彦     

 

１ 競争入札に付する事項 

(１) 件名 

川崎港船舶給水業務委託 

 (２) 履行場所 

川崎港港湾区域内 

(３) 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

(４) 調達概要及び想定給水回数 

ア 川崎港内の係留施設（民間の係留施設を含む。）に係留する船舶及び錨地等に停泊する船舶

に対し給水作業を行うものです。 

  イ  想定給水回数は、次のとおりとします。 

運搬給水 １６２回 

岸壁給水   １回 

ウ 詳細は「委託設計書」及び「川崎港船舶給水業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）」

によります。 

（５）価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争入札（地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２第１項の規定により落札者を

決定する入札をいう。以下同じ。）により行います。 

 

２ 総合評価一般競争入札方式採用理由 

船舶への給水業務は、船舶の航行に不可欠なサービスのため、受託業者には、安定的・確実な運

営体制の確保に加え、利用者からの希望に応じて確実にサービスを提供できる業務遂行能力が求

められることから、落札者の決定にあたっては、受託業者の技術能力及び信頼性・社会性等と入

札価格を一体的に評価できる総合評価一般競争入札方式を採用することとします。 

 

川崎市公告第171号
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３ 競争入札参加資格者に関する事項 

この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て満たさなければなりません。 

(１) 川崎市契約規則（昭和３９年川崎市規則第２８号）第２条の規定に基づく資格停止期間中で

ないこと。 

(２) 入札期日において、令和７・８年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「その他業務」種

目「その他」に登載されていること。 

(３) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

（４）当該業務に使用する船舶については、次のいずれの条件も満たすこと。 

ア 積水量１００立方メートル以上かつ毎時１００立方メートル以上の給水能力があり、かつ

当該業務遂行時に使用できること。 

イ 入札公告日から競争入札参加申込みを行うまでの間において、適切に保管又は係留がされ

ていること。 

ウ 船舶安全法に基づく定期検査、中間検査、又は臨時検査等を適正に受け、合格しているこ

と。 

 

４ 競争入札参加申込書の配布及び提出 

  競争入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加の申込みをしなければなりません。 

（１）配布・提出場所 

〒２１０－０８６９ 

川崎市川崎区東扇島３８－１ 川崎マリエン４階 

川崎市港湾局川崎港管理センター港湾管理課  

電話番号  ０４４－２８７－６０１４ 

ＦＡＸ  ０４４－２８７－６０３８ 

E-mail  58koukan@city.kawasaki.jp 

なお、一般競争入札参加申込書については、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」 

(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html)において、本件の公表情報詳細のページ

からダウンロードできます。 

（２）配布・提出期間 

   令和８年１月２９日（木）から令和８年２月５日（木）までの（土曜日、日曜日、祝日などの

閉庁日を除きます。）午前９時から午後５時までとします。（正午から午後１時までの間は除き

ます。） 

（３）提出書類 

  ア 競争入札参加申込書 

イ 積水量１００立方メートル以上かつ毎時１００立方メートル以上の給水能力を持つ船舶を

業務遂行時に使用できることを示す書類 

ウ 入札公告日から競争入札参加申込みを行うまでの間について、使用予定船舶が適切に保管
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又は係留がされていることを示す書類（契約書や許可書等の写し） 

エ 船舶安全法に基づく検査を受け、合格したことを示す書類（直近の船舶検査証書） 

オ 上記エの船舶検査証書に記載された船舶所有者が申込者と異なる場合は、申込者と当該船

舶の関係を示す書類 

（４）提出方法 

   持参に限ります。 

 

５ 入札説明書の縦覧 

入札説明書は、４（１）の場所において、４（２）の期間まで縦覧に供します。 

なお、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」でも閲覧できます。 

 

６ 競争入札参加資格確認通知書の交付 

一般競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格があると認めた者には、競争入札参加資格

確認通知書を交付します。 

なお、交付については、令和７・８年度川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した電子メールア

ドレス宛て、電子メールにて令和８年２月１０日（火）に送付します。電子メールアドレスを登録

していない場合は、次のとおり受け取りに来てください。 

(1) 交付場所 上記４（１）に同じ 

(2) 交付日時 令和８年２月１０日（火）午前９時から午後５時まで 

（正午から午後１時の間は除く。） 

 

７ 仕様書等及び総合評価一般競争入札方式評価項目算定資料（以下「評価項目算定資料」という。） 

に関する問い合わせ先等 

(１) 問い合わせ先 

     ４(１)に同じ 

(２) 質問受付期間 

令和８年２月１０日（火）午前９時から令和８年２月１６日（月）午後４時まで 

(３) 質問書の様式 

入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提出してください。 

(４) 質問受付方法 

電子メール又はＦＡＸに限り、電話による質問は受け付けません。 

電子メール 58koukan@city.kawasaki.jp 

ＦＡＸ   ０４４－２８７－６０３８ 

(５) 回答方法 

令和８年２月１９日（木）までに、文書（電子メール又はＦＡＸ）にて、競争入札参加者全員

に送付します。 
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８ 競争入札参加資格の喪失 

競争入札参加資格があると認められた者が、次のいずれかに該当するときは、この入札に参加

することができません。 

(１) 開札前に上記３の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなったとき。ただし、３（４）イ

については、「競争入札参加申込みを行う」を「開札予定日」に読み替えるものとし、開札予定

日まで適切に保管又は係留がされていないことが明らかとなった場合も含むものとする。 

(２) ４（３）の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 

 

９ 入札の手続き等 

(１) 入札書と評価項目算定資料の提出 

入札書・評価項目算定資料は入札説明書等に基づき作成し、入札件名及び商号又は名称を記

載した封筒に封入した「入札書」と「総合評価一般競争入札方式評価項目算定資料在中」と記載

した封筒に封入した「評価項目算定資料」を一緒に、事前に御連絡をいただいた上で、直接持参

により提出してください。 

ア 提出場所 

４(１)に同じ 

イ 提出書類  

  （ア）入札書 

所定の入札書に入札件名及び商号又は名称を記載し、封筒に入れて提出してください。 

     本入札は、船舶の維持管理等に係る「業務固定費」及び給水作業の回数に応じて支払う 

「従量費」の各内訳ごとの単価に予定数量を乗じた総価入札、契約は単価契約とします。 

入札に際しては、「川崎市競争入札参加者心得」第３条第２項の規定に関わらず、各内訳

ごとの単価に予定数量を乗じた金額（消費税及び地方消費税に相当する金額を除く）を入

札書に記載してください。詳細は「委託設計書」及び「仕様書」を確認してください。 

（イ）評価項目算定資料 

   評価項目算定資料は、「川崎港船舶給水業務委託総合評価技術評価様式（以下、「様式

集」という。）」を用いて作成してください。様式集をよくお読みになり、評価に必要な添

付資料（実績を示す契約書等）は必ず提出してください。添付資料の提出がない場合は評

価の対象といたしませんので御注意ください。 

ウ 提出部数 

入札書・評価項目算定資料は、各１部提出してください。なお、評価項目算定資料について

は、写しも１部提出してください。 

 エ 提出期間 

    令和８年２月１０日（火）から令和８年２月２７日（金）までの（土曜日、日曜日、祝日な

どの閉庁日を除きます。）午前９時から午後５時までとします（正午から午後１時までの間は
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除きます。） 

オ その他 

評価項目算定資料の内容については、別表「川崎港船舶給水業務委託技術評価基準」の各評

価項目等を参照して記載してください。ただし、提出した評価項目算定資料の差替えは認めま

せん。また、提出された評価項目算定資料は返却いたしません。 

(２) 入札保証金 

免除とします。 

(３) 開札予定日及び場所 

ア 開札予定日 

令和８年３月１２日 (木) 午前１０時 

  イ  開札場所 

    川崎市川崎区東扇島３８－１ 川崎マリエン業務棟３階会議室 

 

１０ 総合評価一般競争入札方式の評価方法 

（１）評価項目の評価区分及び配点 

   別表「川崎港船舶給水業務委託技術評価基準」のとおり 

（２）技術評価点の算出について 

   当該案件の入札参加資格を満たし、かつ提出された「評価項目算定資料」について別表「川崎

港船舶給水業務委託技術評価基準」の「配点」に基づき「川崎港船舶給水業務委託総合評価審査

委員会」で審議し、技術評価点を決定します。 

（３）採点方法 

  ア 別表１の分類１～３の各評価項目（１－⑤及び⑥を除く。）については、各評価の基準に基 

づき、２～６段階の加点評価を行います。また、分類１－⑤及び⑥については、本市が調査を 

行い、その結果に応じて減点評価を行います。 

イ 本評価において重複加点（１－⑤及び⑥を除く。）はしないものとします。 

（例１）分類１－①「事業者の業務実績」、分類１－②「船員の業務経験」の項目の場合 

    業務実績又は経験に応じて評価します。なお、複数の実績又は経験があった場合でも、

重複加点はせず、最も評価点の高い実績又は経験を評価対象にします。 

（例えば、「同種の実績（評価点６点）」及び「類似アの実績（評価点４点）」がある場合

において、評価点は１０点とはならず、６点となります。） 

  （例２）分類３－①「給水作業の安全確保」配点２０点の項目の場合 

      評価が「５」であれば評価点は ２０×５／５＝２０点 

      評価が「３」であれば評価点は ２０×３／５＝１２点 

      評価が「０」であれば評価点は ２０×０／５＝ ０点 

（例３）分類１－⑤「法令遵守」（減点評価）の項目の場合 

文書による指導・命令を受けた回数が「１回」につき、２点の減点 
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（４）審査方法 

   審査の内容は非公開とします。 

なお、審査の過程において、評価項目算定資料の内容に対するヒヤリング（船舶の実地確認

を含む）を令和８年２月２７日（金）から令和８年３月６日（金）の間に実施する予定です。詳

細については、競争入札参加者に別途お知らせいたします。 

 

１１ 落札者の決定方法 

（１）落札候補者の決定 

   予定価格の範囲内の金額で入札した者のうち、次の算式によって求められた総合評価点の最

も高い者を落札候補者とします。また、総合評価点の算出方法は、次の算式により求められる

ものとします。 

   総合評価点 ＝ 技術評価点（１５０点満点）＋１００×（１－入札価格／設計金額） 

（小数点第５位以下切捨て） 

最も高い総合評価点となった者が２者以上いる場合は、くじにより決定します。該当者のう

ち、くじを引かない者があるときは、これに代えて本入札に関係のない市職員にくじを引かせ

るものとします。 

なお、技術評価点が７５点を下回った者については落札者に決定しないものとします。 

（２）入札参加資格の確認 

   当該落札候補者について、上記３に示した資格（ただし、３（４）イについては、「競争入札

参加申込みを行う」を「開札予定日」に読み替えるものとし、開札予定日まで適切に保管又は係

留がされていないことが明らかとなった場合も含むものとする。）を満たしているかどうかの

最終的な資格審査を実施します。これらの審査等の結果、当該落札候補者に資格がないと認め

たときは当該入札を無効とし、順次、総合評価点の高い入札者について、同様の審査等を実施

し落札者を決定します。 

(３) 入札の無効 

ア 入札に参加する資格のない者が行った入札及び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。 

イ 「評価項目算定資料」の提出がない者はこれを無効とします。 

（４）評価結果等の公表 

   落札者を決定したときは、落札者その他の競争入札参加者の評価結果について、川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」にて公表します。公表された自らの評価結果について疑義があ

る場合は、公表された日から起算して２日以内に所定の様式により照会することができます。 

 

１２ 評価項目算定資料に係る虚偽記載について 
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競争入札参加者が提出した評価項目算定資料に虚偽の記載等の明らかに悪質な行為があったと

認められる場合には、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱の規定に基づき、指名停止等の

適切な措置を講じます。 

 

１３ 契約の手続き等 

 (１) 契約保証金 

契約金額の１０％とします。ただし、川崎市契約規則第３３条各号に該当する場合は、免除

します。 

(２) 契約書の作成 要 

（３）前払金 無 

（４）業務開始日前日までに提出しなければならないもの 

ア 使用する船舶の国籍証書（付随含む） 

イ 使用する船舶のタンクテーブル（貨物槽容量表）及び給水能力を証する書類 

ウ タンク内の水について、飲料水の水質基準に適合していることを証明する直近１か月以内の

書類 

エ 従事者名簿 

(５) 契約条項等の閲覧 

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。 

(６) 議決の要否 

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和８年３

月頃）を要します。 

 

１４ その他 

（１）詳細は入札説明書によります。 

（２）関連情報を入手するための照会窓口は上記４(１)に同じです。 

（３）事情により入札を延期又は取りやめる場合があります。 

（４）公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎港船舶給水業務委託総合評

価一般競争入札要綱及び川崎市競争入札参加者心得等の定めるところによります。 

 

１５ スケジュール（予定） 

令和８年１月２９日（木） 入札公告 

〃 ２月 ５日（木） 入札参加申込締切り（競争入札参加申込書（添付書類を含む。）の提出） 

〃 ２月１０日（火） 
競争入札参加資格の確認通知書の交付 

業務内容（仕様書等）及び評価項目算定資料に係る質問受付開始 
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〃 ２月１６日（月） 業務内容（仕様書等）及び評価項目算定資料に係る質問締切り 

〃 ２月１９日（木） 業務内容（仕様書等）及び評価項目算定資料に係る質問への回答 

〃  ２月２７日（金） 入札書及び評価項目算定資料の提出締切り 

〃 ３月１２日（木） 開札日 

〃 ３月１３日（金） 落札者決定及び結果公表 
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